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家庭ごみ有料化の実施方針（案）に関する意見交換会（市主催） 
 
１．意見交換会の概要 
（１）意見交換会の内容  家庭ごみ有料化の実施方針（案） 
（２）開催期間  平成 28年 9月 24日（土）から 10月 5日（水）まで 
（３）開催回数  全 14回 
（４）開催会場及び参加者数 

 日時 会場 参加者数 

1 9月 24日(土) 10:00～ 北市民プラザ 35名 

2 9月 24日(土) 14:00～ 南区公会堂 19名 

3 9月 24日(土) 18:00～ 谷保東集会所 14名 

4 9月 25日(日) 10:00～ 青柳福祉センター 14名 

5 9月 25日(日) 14:00～ 国立市役所 14名 

6 9月 25日(日) 18:00～ 西福祉館 11名 

7 9月 26日(月) 19:00～ 下谷保地域防災センター 5名 

8 9月 28日(木) 14:00～ 東福祉館 23名 

9 9月 30日(金) 19:00～ 中平地域防災センター 12名 

10 10月 2日(日) 10:00～ 南市民プラザ 17名 

11 10月 2日(日) 14:00～ 公民館 17名 

12 10月 2日(日) 18:00～ 北福祉館 18名 

13 10月 3日（月）19：00～ 矢川集会所 10名 

14 10月 5日（水）14：00～ 坂下集会所 26名 

 計 14会場 235名 

 
２．意見交換会でいただいた意見等 
（１）いただいた意見等の分類等 

分類等 計 

ア.分別排出周知の充実を求める意見（分別排出周知） 49 

イ.家庭ごみ有料化の実施決定の手続きについての意見、疑問等（決定手続き） 8 

ウ.手数料の福祉的減免措置についての意見（福祉的減免） 7 

エ.有料ごみ袋(容量、販売方法等)についての意見、疑問等（有料袋について） 7 

オ.対象品目についての意見、疑問等（対象品目） 7 

カ.手数料免除品目（紙おむつ、ボランティアごみ）についての意見、疑問等（紙おむつ・ボランティア
ごみ等） 

6 

キ.不法投棄・不適正排出増加への懸念、対策についての意見、疑問等（不法投棄等） 5 

ク.戸別収集にするべきとの意見（戸別収集） 5 

ケ.税金の二重取りであるという意見（税二重取り） 5 

コ.収集方法についての意見、疑問等（収集方法） 5 

サ.歳入及び財政に関する意見（歳入・財政） 4 

シ.家庭ごみ有料化による経済的負担増への懸念、（経済的負担増） 4 

ス.事業者への指導、働きかけ（回収品目拡大、ごみ減量・分別資源化等）を求める意見、疑問等（事業
者指導） 

3 

セ.家庭ごみ有料化の目的・効果への意見、疑問等（目的・効果） 3 

ソ.手数料収入の使途についての疑問（収入の使徒） 3 

タ.有料ごみ袋の取扱店の拡大についての意見（販売店拡大） 3 

チ.施策の提案（施策提案） 3 

ツ.庭木や街路樹等の枝・葉・草等の収集についての意見、疑問等（枝・葉・草） 2 

テ.家庭ごみ有料化の実施の前にやることがあるとの意見（有料化前にやること） 2 

ト.資料内容に関する意見、疑問等（資料内容） 2 

ナ.意見交換会に関する意見（意見交換会） 2 

ニ.生ごみ減量施策（ミニ・キエーロ）を推進していくべきとの意見（ミニ・キエーロ） 2 

ヌ.負担の公平性について（負担の公平性） 2 

ネ.23区は無料であるとの意見（23区無料） 2 

ノ.持去りについて（持去り） 2 

ハ.集積所のカラス被害等の対応についての意見、疑問等（カラス対策） 1 

ヒ.広報の方法についての意見、疑問等（広報の方法） 1 

フ.有料ごみ袋の料金水準が高いとの意見（料金水準高い） 1 

ヘ.環境問題について（環境問題） 1 

ホ.ごみ処理の現状についての質問（処理の現状） 1 

マ.今まで有料化しなかった理由について（有料化しなかった理由） 1 

ミ.その他（その他） 4 

   ※同一の方の発言で同趣旨の場合は 1件としています。 
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（２）いただいた意見等の内容 
  ①北市民プラザ 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 市としては家庭ごみの有料化を平成２９年９
月から実施するとのことだが、市議会で可決
していないことを市報等で公表しているとい
うことについて、丁寧に説明してほしい。 

平成 13年 10月の東京都市長会の合意で、平成
15 年度を目途に多摩地域全市で有料化に取り
組んでいくこととなった。市ではその後、平成
18年度に策定した基本計画の他、様々な形で家
庭ごみを有料化するということをお示しして
きた。市民の合意形成その他の状況により、実
際にいつ実施するのかということについて決
断できずにここまできてしまったが、ここでよ
うやく市として平成 29 年 9 月に実施するとい
うことを決断したので、市の強い意志をお示し
させていただいた。本年 12月の国立市議会第 4
回定例会に条例改正案を提案させていただく
が、ご指摘のとおり、そこで否決されれば白紙
に戻ることになる。市報の表現についてご批判
をいただくこともあったが、意見交換会には各
地域で多くの方にご参加いただいたことから
も、実施に向けた市の強い意志が伝わったと考
えている。市議会で可決されていないことにつ
いて「実施します」と表現させていただいたこ
とに対するご批判はお受けするが、市の強い意
志をお伝えしたかったということをご理解い
ただきたい。 

イ.決定手続
き 

2 自宅が国分寺市との境にあり、集積所にごみ
を投げ込まれることがある。不法投棄や不適
正排出の抑制につながるので、家庭ごみの有
料化について賛成である。 

市としても不法投棄や不適正排出の防止に努
めていく。 

キ.不法投棄 

3 有料ごみ処理袋に、どのようなごみを入れる
のかを具体的に表示してほしい。 

分別区分が変更となることもあるので、ごみの
分別については分かりやすく周知していきた
いと考えている。有料ごみ処理袋の表示につい
ては、製造費等も含め検討させていただく。 

ア.分別排出
周知 

4 無料のごみは、これまでどおりのごみ袋で出
してよいか。 

無料のごみについては、これまでどおり透明ま
たは半透明の袋で出していただくことになる。 

ア.分別排出
周知 

5 発泡スチロールはどのような分別になるの
か。また、大きくて袋に入らないものはどの
ように出せばよいか。 

発泡スチロールは、容器包装プラスチックとな
る。材質が柔らかいので、大きいものについて
は割って袋に入れて出してほしい。 

ア.分別排出
周知 

6 手数料の減免を受けるにあたり、対象者はど
のような手続きが必要となるのか。 

事前に市報等でお知らせし、集中受付期間を設
けさせていただく。現時点では、職員体制等か
ら、市役所での受付と郵送での受付と考えてい
る。対象者は、該当要件を証明できる書類とあ
わせて申請書を提出していただくこととなる。 

ウ.福祉的減
免 

7 不法投棄・不適正排出について、現在でも自
治会として日常的にごみ出しのルールを守る
よう働きかけているが、今後も市と連携協力
しながらやっていきたいと考えている。対策
として、警告看板の設置、パトロールの強化、
通報制度、監視カメラの設置等が挙げられて
いるが、実際には、誰がどのように行うのか、
市の考えを聞きたい。 

実施方針(案)では、他市の実例等を挙げさせて
いただいた。今後、不法投棄対策の強化、持ち
去り対策等のため、市の地域担当職員で対応し
ていくよう考えている。実際には人的対応が必
要になっていくので、ごみ減量課としては地域
担当職員を強化していきたいと考えている。監
視カメラについては、現状、国立市では市民を
監視するということについてなかなか理解が
得られていない状況なので、市が設置するとい
うことについてはハードルが高いと考えてい
る。 

キ.不法投棄 

8 可燃ごみと不燃ごみを同じ袋にするとのこと
だが、一緒に出していいのかと、混ぜて出さ
れてしまうことも考えられる。不法投棄対策
等のためにも、袋を分けた方がよいのではな
いか。 

市としても迷ったところであった。他市では、
同じ袋の市も分けている市もあるが、案の段階
では、経費面から同じ袋とさせていただいた。
ご指摘のとおり、高齢者の方等の混乱を避ける
ため、袋を分けた方がよいとの考え方も理解で
きるため、十分検討させていただく。 

エ.有料袋に
ついて 

9 紙おむつ等の説明に「感染性」との記載があ
るが、実際には感染性のものとして下血・下
痢便等様々なものが考えられるが、市として
はどのように考えているか。 

判断の難しい問題である。市としては血液によ
る感染性のあるものを想定している。例えば注
射針は感染性のものである。絆創膏に少し血が
ついている程度のものはそうではないが、ガー
ゼ等に大量に血がついているものは感染性の
ものと考えている。実際に収集する作業員は見
れば判断できるが、プライバシーの関係もある
ので 地域担当職員が個別に丁寧な説明がで

カ.紙おむ
つ・ボランテ
ィアごみ等 
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きるようになるとよいと考えている。 

10 手数料の減免対象者は何人くらいになると想
定しているか。 

それぞれの基準ごとに足し上げると該当者は
3,500 人程であるが、制度を併給されている方
も想定されるので、1,500 人から 2,000 人程で
はないかと考えている。個人情報の観点から市
で事前に対象者を調べることが出来ないため、
実際には申請を受けてみないと分からないの
が実情である。 

ウ.福祉的減
免 

11 傘はどのように出せばよいか。 傘はこれまでどおり 50cm 以上のものも粗大ご
みではなく不燃ごみの分別となる。袋からはみ
出してもよいので有料ごみ処理袋で出してい
ただきたい。 

ア.分別排出
周知 

12 容器包装プラスチックとして出せる基準はど
のようなものか。 

プラスチックでできている容器包装類が対象
となる。汚れていると資源にならないので、軽
く水で洗って乾かして出していただきたい。水
で落ちない汚れがついているものは可燃ごみ
として出していただきたい。なお容器包装プラ
スチックを有料対象とすることにより、廃棄物
の処理責任をできる限り生産者側に負わせる
ため、販売店に置いてくる、返すといった消費
行動につながることを期待している。 

ア.分別排出
周知 

13 同じ団地にスペイン語しか話せない方がお
り、分別について説明するのが大変である。
ごみの出し方が変わることについて、全ての
言語での対応は難しいと思うが、できる限り
様々な言語で分別表を作って対応してほし
い。 

現状で対応している言語については対応して
いく予定である。それ以外の言語についてもで
きる限り対応させていただくよう検討してい
きたい。 

ア.分別排出
周知 

14 戸別収集について柔軟に対応するとのことだ
が、どのようにすれば戸別収集に対応してい
ただけるのか。 

集積所については個別に事情が異なってくる
ので、地域担当職員が実情を確認した上で対応
させていただく。 

ク.戸別収集 

   
 ②南区公会堂 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 自分の住む団地ではこれまでビン・カン・ペ
ットボトルをかごで出しているが、今後は袋
で出すことになるのか。 

ビン・カン・ペットボトルをかごで出している
ところはこれまでどおりかごで出していただ
きたい。 

ア.分別排出
周知 

2 自分は３０世帯程で１か所の集積所に出して
いるが、ビン・カン・ペットボトルはかごで
出した方がよいのか。 

収集や処理の効率性からはかごの方がありが
たい。かごを設置できるかどうかは集積所ごと
に異なるので、実情に合わせて対応させていた
だく。 

ア.分別排出
周知 

3 戸別収集について柔軟に対応するとのことだ
が、戸別であれば戸別ということで統一した
方が分かりやすいのではないか。 

これまでの意見交換会等でも戸別収集に対す
るご要望を承っている。一方で、良好に保たれ
ている集積所もあり、画一的に戸別収集とする
ことも難しいため、集積所の実情に合わせて対
応させていただきたい。 

ク.戸別収集 

4 せん定枝等の出し方について説明してほし
い。 

事前申込みにより水曜日に戸別収集している
ものはこれまでどおり無料で収集し、資源化と
する。また、可燃ごみの日で出すものも透明・
半透明の袋に入れて出していただき、無料で収
集するが、可燃ごみとあわせての収集となるの
で、焼却処理となる。 

ア.分別排出
周知 

5 自分が出している集積所に、前日の夜のうち
にごみを出す人がいるので、市で指導をして
ほしい。 

市では当日の朝 8 時 30 分まで出すよう周知し
ているが、集積所ごとの案件については地域担
当職員が個別に対応させていただく。 

キ.不法投棄
等 

6 ボランティアごみは市で決められた袋で出さ
なければならないのか。 

市でもボランティア清掃用の袋を配布してい
るが、自分でご用意いただいた袋で出していた
だいて構わない。 

ア.分別排出
周知 

7 分別が変わるので、改めて分かりやすい分別
表を作ってほしい。 

分別や収集頻度が変わることになるので、カレ
ンダーを作成し、全戸配布させていただく予定
なので、その中に掲載する形で対応する予定で
ある。 

ア.分別排出
周知 

8 紙ごみの出し方に変更はあるか。 紙ごみについては、収集頻度は変わるが分別は
これまでどおりなので、可燃ごみに多く含まれ
ていることから、分別をお願いしたい。集団回
収についても引き続きご協力いただきたい。 

ア.分別排出
周知 

9 生ごみを家庭で処理できるミニ・キエーロに
ついて普及させてほしい。 

ミニ・キエーロについては、現在行っているモ
ニター事業と販売事業をより推進していきた

ニ.ミニ・キ
エーロ 
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いと考えている。 

10 手数料の減免を受けるにはどのような手続き
が必要となるのか 

市報等で事前に周知させていただき、年１回の
集中受付期間を設けるほか、転入者等について
も随時受け付けさせていただく予定である。個
人情報の関係から事前に対象者を特定するこ
とはできないが、それぞれの該当要件を所管す
る担当部署の窓口でも周知させていただく予
定である。 

ウ.福祉的減
免措置 

 
  ③谷保東集会所 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 減免対象のものはどのように出せばよいか。 透明・半透明のビニール袋で出していただく。 ア.分別排出
周知 

2 レシートや感熱紙は資源ごみでないと言われ
た。 

レシートや感熱紙は可燃ごみとして出してい
ただく。 

ア.分別排出
周知 

3 有料袋は市役所に行かないと買えないのか。 現在の事業系ごみ袋・粗大ごみ処理券取扱店を
中心に、さらに販売店を増やしていきたい。 

エ.有料袋に
ついて 

4 この辺り（字下之下）では甲州街道まで上が
らないと粗大ごみ処理券を売ってない。近く
のコンビニエンスストア（ミニストップ）で
も販売してほしい。 

ご意見として承る。 タ.販売店拡
大 

5 この辺り（字下之下）は府中市境だが、有料
袋の販売は市内の店舗限定なのか。 

市境では近隣市のコンビニエンスストア等に
も有料袋の販売をお願いする予定である。また
混乱を防ぐために他市とは違う色の袋を用意
したい。 

タ.販売店拡
大 

6 市境のコンビニエンスストアはスペースの問
題などがあるため、複数市の袋は置きたがら
ないと思う。したがって市内よりも市境店舗
の方を早急に交渉し、販売店を確保すべきだ。
また販売店拡大についてコンビニエンススト
アを中心に考えているようだが、他の販売方
法も模索すべきである。 

ご意見として承る。 タ.販売店拡
大 

7 「スプレー缶」について。殺虫剤や消臭剤、
ヘアスプレーなどもすべて「危険物」となる
のか。 

ごみ収集車の中で圧縮すると爆発する恐れが
あるため、区分を「危険物」に変更する。 

ア.分別排出
周知 

8 傘も有料袋に入れるのか。袋からはみ出して
しまうが。 

傘も有料袋に入れて出していただく。はみ出し
ていても構わない。 

ア.分別排出
周知 

9 マヨネーズの容器などはどのように出せばよ
いか。 

「容器包装プラスチック」に該当するもののう
ち、さっと洗って綺麗になったものは「容器包
装プラスチック」として、汚れが残っていれば
「可燃ごみ」として出していただく。水も貴重
な資源であるため、念入りに洗わなければ汚れ
が落ちないようなものは「可燃ごみ」として出
してほしい。 

ア.分別排出
周知 

10 近所のバス停を清掃しているが、集めたごみ
は有料となるのか。 

ボランティアで収集していただいたごみは無
料で収集する。ボランティアごみについては、
市で専用のごみ袋を用意しているが、それを用
いなくとも通常の透明・半透明のごみ袋に、ボ
ランティアごみであることを明記してもらえ
れば収集するように考えている。また、落葉、
せん定枝も、市内の緑化にご協力いただいてい
るという観点から、無料とする。 

カ.紙おむ
つ・ボランテ
ィアごみ等 

11 戸別収集のお願いは受け付けてくれるのか。
また対応の時期は。 

戸別収集が可能となるのは有料化が開始する
平成 29年 9月以降である。また 12月議会にて
家庭ごみ有料化について条例提案することと
なるが、そこで承認が得られれば、それ以降対
応していくこととなると思う。 

ク.戸別収集 

12 議会にて有料化が承認されるにしろ否決され
るにしろ、市民に対する説明は再度行うのか。 

家庭ごみ有料化が決定した後には、ごみの分別
や収集頻度等についての説明を行っていく。 

ナ.意見交換
会 

 
④青柳福祉センター 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 お弁当の空容器の分別は容器包装プラスチッ
クとなり、汚れている場合は可燃ごみとある
が、どの程度汚れているものが可燃ごみとし
て捨てるべきなのか。 

水ですすいだ容器を触って、油等によりぬめり
を感じる程度のものは可燃ごみとして出して
もらいたい。洗剤と水を大量に使ってまで洗う
と、別の環境負荷が掛かるので、このような対
応をお願いしたいと考えている。 

ア.分別排出
周知 
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2 新聞の中に入っている広告は、そのまま新聞
として資源ごみの日に出して良いのか。 

そのまま新聞と一緒に出してもらって構わな
い。新聞については、市による収集以外にも、
集団回収や新聞業者による回収も行われてい
るので、それらを活用いただきたい。 

ア.分別排出
周知 

3 ビン、カン、ペットボトルの収集頻度が２週
間に 1 回なのは少ないと思うが、その点につ
いてはどう考えているのか。 

ビン、カン、ペットボトルの収集頻度を少なく
したのは、収集頻度を減らすことにより、販売
店舗での回収を推進させたいという意図があ
るためである。ごみは販売店舗で回収するとい
うＥＰＲ（拡大生産者責任）を推進していきた
いと考えている。 

コ.収集方法 

4 スチール缶とアルミ缶は分けないで捨ててよ
いのか。 

スチール缶とアルミ缶は分けずに捨てていた
だいて構わない。国立市では、収集された缶の
中から、磁石でスチール缶を選別できる機械が
あるため、一緒で構わない。 

ア.分別排出
周知 

 
⑤国立市役所 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 実施方針（案）の中で市が収集しないものと
して、ガレキ、石、砂、土等が記載されてい
るが、地震発災後のがれきごみとしても収集
されないのか。 

地震発災に伴うがれきごみは災害復旧対策と
し、今回の意見交換会は、日常生活する中で発
生する家庭ごみと捉えていただきたい。 

ミ.その他 

2 ごみ袋の料金設定について、有料袋は１ℓ あ
たり２円としているが高い地域に準じた料金
設定とした根拠を教えて頂きたい。 

ごみの有料化による減量効果は、ごみ袋手数料
に比例し効果があるとされ、国立市の制度設計
については、多摩地域でも高い地域に準じた設
定とさせていただいており、ごみ処理事業費の
概ね 20％～25％の範囲内の料金設定としてい
る。 

フ.料金水準
高い 

3 ごみ有料袋の売り上げの使途について教えて
頂きたい。 

ごみ有料袋の売り上げから、ごみ有料袋の取扱
店販売手数料及び有料袋の製造費等の経費を
差し引いた純益分は、ごみ処理事業費に特定し
た財源として取り扱いさせていただく。 

ソ.収入の使
途 

4 ごみの有料化は、財政的な視点に伴って行う
ものなのか。 

財政の健全化を目的とした財政改革審議会で
はごみ処理事業費の財政負担の低減のため、有
料化を提言いただいたところであるが、環境担
当部局のごみ減量課としては「環境負荷の低
減」に向けた取り組みである。 

セ.目的・効
果 

5 国立市のごみ量は多い方から４番目とされて
いるが、ごみ量を平成５年から遡って見てみ
ると、有料化されなくても減量されている。 

ご指摘のとおり平成５年から平成 22 年度まで
は、市民の減量努力により、ごみの排出量は減
っている。この努力が有料化をせずに経過して
きた一因であろうと感じている。 

ミ．その他 

6 家庭ごみの有料化を行う前に、ごみの減量策
を市民に啓蒙・啓発していくことが大事であ
る。有料化することでごみを減量するのでは
なく、市民と市の努力によってごみを減量す
る国立らしい施策を進めてほしい。 

有料化の経緯としては、平成 13 年の東京都市
長会で、平成 15 年度を目途に多摩地域の各自
治体が家庭ごみの有料化を実施するとの合意
がなされ、国立市の基本計画等でもこれまでに
家庭ごみ有料化の実施を示唆してきたが、具体
的な実施時期や内容について決定されないま
まとなっていた。第 9期のごみ問題審議会では、
国立市に最適と考えられる家庭ごみ有料化の
制度設計について答申をいただき、市ではこの
内容や意見交換会での意見等を踏まえ、実施方
針(案)として決定したという経過である。有料
化に続く施策として、製造者が製造から処分ま
で責任を持つ拡大生産者責任の普及に向け、市
として積極的に発信していきたいと考えてい
る。 

テ.有料前に
やること 

7 家庭ごみの有料化は市民の意見を反映した上
で決定するべきである。ごみ有料化の可否を
市民に問うべきである。 

過去の意識調査では賛否両論あったと理解し
ている。 

イ.決定手続
き 

8 負担の公平性とあるが、市で収集されるごみ
の全てが有料化されるわけではなく、負担の
公平性は担保されない。本来、税で行うべき
であるごみ処理について、さらに市民が費用
を負担しなければならなくなり、公平ではな
くなるのではないか。製造者が製造から処分
まで責任を持つ拡大生産者責任の考え方は賛
成であるが有料化からの出発ではなく、拡大
生産者責任の推進こそがごみ減量の施策であ
ると考えている。 

総ごみ排出量や費用負担の公平性の観点から
は、市が収集する全てのごみを有料化すること
も考えられるが、円滑な制度導入のためには、
市民の負担感や受容性を考慮して有料化の対
象品目を決定した。ビン、カン、ペットボトル
等の資源物の収集頻度を減らすことにより、販
売店での回収を推進させ、拡大生産者責任が推
進されることを期待している。 

ヌ.負担の公
平性 
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9 ごみ有料袋について、７０歳以上の高齢者に
ついては無料とした方がよい。 

環境負荷に係る責任は全市民が負うものと考
えているが、家庭ごみ有料化の実施にあって
は、社会的弱者にとって過度の負担とならない
ように、経済的な負担を考慮する必要があると
考えている。 

ウ.福祉的減
免 

10 23 区が家庭ごみを有料化していないのはな
ぜか。 

他の自治体のことなので確かなことは分かり
かねるが、多摩地域は埋立処分場の確保の課題
があり、区部に比べごみの減量が急務であった
ことが一因と考えられる。また、多摩地域は区
部に比較すると、行政として環境負荷の低減に
関心が高いことの表れではないかと考えられ
る。 

ネ.２３区無
料 

11 市では製造者が製造から処分まで責任を持つ
拡大生産者責任の普及に向け、販売店に返せ
るものは返すことを推進しているが、コンビ
ニ等の小売店ではゴミ箱を撤去するといった
事象も進んでいる。 

他市で実施していた「お返し作戦」は一店舗が
協力をやめたら全店舗やめてしまったという
こともあるようだが、市では家庭ごみ有料化の
併用施策として拡大生産者責任について継続
的に発信していきたいと考えている。また、国
立市だけで拡充するのは困難であり、都、国及
び関係団体に要望していきたい。 

ス.事業者指
導 

12 家庭ごみの有料化について、市民の合意が得
られていない中で決定された経過について説
明してほしい。 

経緯としては、平成 13 年の東京都市長会で、
平成 15 年度を目途に多摩地域の各自治体が家
庭ごみの有料化を実施するとの合意がなされ、
国立市の基本計画等でもこれまでに家庭ごみ
有料化の実施を示唆してきたが、具体的な実施
時期や内容について決定されないままとなっ
ていた。第 9期のごみ問題審議会では、国立市
に最適と考えられる家庭ごみ有料化の制度設
計について答申をいただき、市ではこの内容や
意見交換会での意見等を踏まえ、実施方針(案)
として決定したという経過である。 

イ.決定手続
き 

 
⑥西福祉館 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 乾電池の種類が多いが、分別方法を教えてほ
しい。またペットボトルの分別方法は。 

乾電池は、種類に関係なく、一袋に入れて有害
ごみとして出して頂く。ペットボトルはキャッ
プを外して軽く水ですすいで出して頂きたい。 

ア.分別排出
周知 

2 他の市区町村と分別収集方法を統一できない
か。 

各市区町村それぞれの事情があり、難しい問題
と考えている。 

ア.分別排出
周知 

3 新聞・雑誌を縛るひもは紙ひもでなければな
らないか。雑紙その他のごみを入れる袋はど
のような袋を使うべきか。 

まとめて資源化できるので紙ひもが望ましい
が、ビニールひもでもかまわない。紙袋は、市
で配布しているものはあくまでサンプルであ
り、デパート、スーパー等の紙袋を使用してい
ただいてかまわない。 

ア.分別排出
周知 

4 ダンボールについているプラスチックはどの
ように分別するべきか。 

分別できるものは分別して頂きたい。出来ない
場合はごみの種類の割合で判断して頂くのが
望ましいが、迷ったら不燃ごみで出して頂きた
い。 

ア.分別排出
周知 

5 ごみのうち、事業系ごみが多いが、家庭ごみ
も一緒に見られて有料化するのは納得できな
い。市民に意見を聞くと言っておきながら有
料化開始を決めて市報に掲載してしまってい
るのは納得ができない。 

事業系ごみはすでに有料化となっている。事業
者側からは、公平性を考えると、今まで無料で
あった家庭ごみの有料化は当然であるとの見
方もある。平成 13 年の東京都市長会で、平成
15 年度を目途に多摩地域の各自治体が家庭ご
みの有料化を実施するとの合意がなされ、国立
市の基本計画等でもこれまでに家庭ごみ有料
化の実施を示唆してきたが、具体的な実施時期
や内容について決定されないままとなってき
ており、ここで正式に決定の決断が下されたと
の経緯である。 

イ.決定手続
き 

 
⑦下谷保地域防災センター 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 プラスチックごみはリサイクルされていると
いう認識でいいのか。 

リサイクルされている。 ミ．その他 

 2 現在でも学生の方などは税金を払ってなくて
もごみが回収されており、税金を払っている
方との公平性はないと感じる。 

現在は税金を使って処理していますが、本来は
ごみの量に応じてご負担して頂くべきものと
考えています。 

ヌ.負担の公
平性 

3 歳入についてはどれくらい見込んでいるの 手数料に関しては 1 億 5 千万円程度としてお サ.歳入・財
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か。 り、清掃経費の 2割程度と見込んでいます。 政 

4 ペットボトルのラベルは外さなくていいの
か。 

ペットボトルは、ラベルは外さず、キャップを
外して水で軽くすすいでだしていただきたい。
ラベルを外した場合は容器包装プラスチック
として出していただきたい。またつぶした方が
容量が減るので、できる範囲でお願いしたい。 

ア.分別排出
周知 

5 スプレー缶はどのように出せばよいか。 収集の効率性、危険性を考え、爆発の可能性の
あるスプレー缶は危険物とした。穴はあけない
で中身を使い切って危険物の日に透明・半透明
の袋で出していただきたい。 

ア.分別排出
周知 

6 減免措置の件について、袋を社会的弱者へ無
料交付するようだが、どれくらいを見込んで
いるのか。 

社会的弱者への考慮し枚数制限をして交付す
る予定であり、年間 180枚分、数千円程度と試
算している。 

ウ.福祉的減
免 

7 減免措置の件で、年間数千円程度も負担でき
ないとは考えられないので、特別扱いしない
で公平な負担としてほしい。 

公平負担の原則からは一理あるので、ご意見と
して承る。 

ウ.福祉的減
免 

8 生活保護の方がパチンコに行ったりタクシー
に乗っているのを見かけるので、公平な負担
平等にしてほしい。 

公平性の観点から特別扱いしないでほしいと
いうご意見として承る。 

ウ.福祉的減
免 

9 ハンガーなどのプラスチックごみはどのよう
に処理されているのか。 

国立市では、環境センターにて手選別で種類ご
とに分別して資源化しており、平成 22 年度か
ら埋立をしていない。処理費用は確かにかかる
が、全て資源化している。特に容器包装プラス
チックに関してはかなりの処理費用がかかっ
ている。 

ア.分別排出
周知 

10 ごみを出すのに、ごみ袋を買って出すことに
矛盾を感じる。 

現状でも袋での収集であるが、有料の袋を買っ
て出していただくことについては確かに心苦
しいと感じている。将来的には、袋をばら売り
したり、レジ袋の代わりに指定袋を渡せたりで
きるようにききればいいと考えている。 

エ.有料袋に
ついて 

11 基本的にスーパーで渡す袋でごみが出せるよ
うにしてはどうか。 

将来的にそうなるといいと考えている。 エ.有料袋に
ついて 

12 マイバッグを持参するとポイントが加算され
る店があることを紹介してはどうか。 

商工会加盟店でマイバッグを持参するとポイ
ントがつくので、ご利用いただきたい。 

チ.施策提案 

13 どうしてもレジ袋がたまってしまうが、レジ
袋は容器包装プラスチックの対象となるの
か。 

ごみで出す場合は容器包装プラスチックとな
るが、レジ袋は、ビン・カン・ペットボトルを
出す際に使用していただきたい。 

ア.分別排出
周知 

 
⑧東福祉館 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 立川市、国分寺市では、容器包装プラスチッ
クは資源であるため無料としているが、なぜ
国立市は有料なのか。市民は納得していない。 

分別の動機づけ、不適正排出の抑制、レジ袋削
減等のために、可燃ごみ、不燃ごみの半額では
あるが有料の対象とするように考えている。 

オ.対象品目 

2 大きい発砲スチロールやプランター等は有料
袋にどのように入れて出すのか。 

発砲スチロールは割って出していただきたい。 ア.分別排出
周知 

3 立川市のように、市民の立場になって分別の
仕方のパンフレットを作成していただきた
い。 

パンフレットの作成等についてはできる限り
分かりやすいものを検討していく。 

ア.分別排出
周知 

4 12月の議会に条例案を出すのではなく、もっ
と市民に検討ができ納得ができるよう説明会
の時間帯等を考えることが必要ではないか。
また、物はなるべく買わないようにとのこと
だが、国の方針は景気のためにもっと買えで
ある。生産者側でごみが出ない方法を考えて
もらわなくてはごみは減らない。「受益者負担
の原則が適用されるべき種類の行政サービス
なのに、ごみを減らしている市民が報われな
いという不公平さが生じている」と言ってい
るが、本当に受益者負担の行政サービスなの
か。また、不公平だと言っている人が本当に
いるのか教えてもらいたい。また、国立市の
ごみは国立市内で処理すべきである。 

ご意見として承る。 チ.施策提案 

5 市民が分別しているにもかかわらず収集時に
はまとめて収集されている。また、決められ
た分別を行っているにもかかわらずその効果
が分からない。もっと、細かな分別方法の冊
子がほしい。 

分別に伴う効果がどのように出ているのか、ま
た、分かりやすい分別の冊子を国立市でも作成
し、地域に説明に伺うよう努めていきたい。 

ア.分別排出
周知 
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6 家庭から出る可燃ごみの増減についてはどの
ようになっているか。具体的な状況を踏まえ
て分別方法を考えるべきではないか。 

市としては、家庭からである可燃ごみ量はここ
数年は横ばいだと見ている。 

ト.資料内容 

7 家庭ごみの有料化は、税金の二重取りではな
いか。ちなみに、有料化になった場合は、売
り上げはどの位と見込んでいるのか。 

年間１億５千万円程度と見込んでいる。ごみの
処理費としては 12 億円かかっている。有料化
による収入は税金ではなくごみ処理に係る手
数料にあたり、例えば水道料金などの公共料金
と同じように、受益者負担の原則が適用される
べきものと考えている。 

ケ.税二重取
り 

8 有料化しなくても分別等によりごみ量は減っ
ているのではないか。財政的なことは抜きに
して、ごみを減らすのであれば、有料化にせ
ず、さらに分別等努力すればごみは減るので
はないか。 

確かに有料化しなくてもごみは減っているが、
一人一日当たりのごみの排出量は多摩地域で
多い方から 4番目ということも現実である。ま
だまだ減量、分別推進の余地があると考えて有
料化を実施する方針を決定したところである。 

テ.有料化前
にやること 

9 23 区と多摩地域のごみ収集に違いがあるの
か。23区は無料なのか。 

区部は一部事務組合としてまとめて収集して
いる。そのため一つの区が単独で有料化を実施
することが難しいのではないか。また、多摩地
域は環境に関して意識の高い方が多いのでは
ないかと考えている。 

ネ.２３区無
料 

10 条例は 12月、実施は 9月ということで期間が
短いのではないか。子供がいる一般的な家庭
ではどの位の費用負担になるのか。 

世帯状況により異なるので一概にお答えする
ことは難しいが、実施方針(案)の中で、参考と
して、平均世帯人数で月 520円程という試算を
示させていただいている。 

シ.経済的負
担増 

11 有料化の実施にあたり、市民全体に周知徹底
が必要になってくる。市はどのような体制で
対応していくのか。 

現在は 2係で業務を行っている。組織改正とい
う大きい枠組みの変更は難しいが、今後、係員
の担当の役割分担を明確にして配置をしてい
きたい。 

ア.分別排出
周知 

12 容器包装プラスチックは発生源を絶たなけれ
ば減らない。市としては対策を行っているの
か。有料化にすべきではないと思っている。
前回の説明会の内容を精査されたことを説明
してほしい。 

容器包装プラスチックに関しては、買っている
のではなく買わされているというご意見をい
ただいた。市では、国などへ要望書等を提出し
ており、今後も行っていく。市民の皆さまも、
消費行動としてご協力をお願いしたい。前回の
意見交換会でご意見を伺う中で、減免措置の対
象や紙おむつ等として看護・介護等に伴うごみ
も無料とすることを決めた。また剪定枝に関し
ても、可燃ごみとしても無料とすること、不燃
ごみも無料として分別を変えるものも考えて
いる。 

オ.対象品目 

13 容器包装プラスチックについては、資源であ
るので無料にすべきである。スーパー等に戻
せばお店が容器包装プラスチックで山積みに
なるのではないか。 

そのような状況になれば、生産者側が考えて社
会が変わってくるということも見据えている。
市としては、販売店に返すことを推奨してい
く。市は有料化を実施すれば終わりだとは考え
ておらず、生産者側がごみを減らすことを考え
ていかなくては、ごみは減らないと考えてい
る。 

オ.対象品目 

 
⑨中平地域防災センター 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 家庭ごみ有料化実施後は、ペットボトルのキ
ャップはどのように出せばよいか。 

これまでどおり、ペットボトル本体とは分け
て、容器包装プラスチックとして出してもらう
よう考えている。 

ア.分別排出
周知 

2 ビン・カン・ペットボトルの回収頻度が少な
いと思うが、その点についてどう考えている
のか。 

ビン、カン、ペットボトルの収集頻度を少なく
したのは、収集頻度を減らすことにより、販売
店舗での回収を推進していきたいという意図
がある。販売店で回収することでＥＰＲ（拡大
生産者責任）を推進していきたい。 

コ.収集方法 

3 事業系ごみ袋は現在も有料だが、これから導
入する家庭系有料ごみ袋と比べると料金が高
いことについてどう考えているのか。 

ごみの処分は、製造者が責任を取るべきだとい
うＥＰＲ（拡大生産者責任）の考え方を推進し
ていきたいと考えている。ごみ袋の料金を負担
に感じてもらい、ごみが少なくなる製品設計を
する流れを生み出したいと考えている。 

ミ.その他 

4 ビン・カン・ペットボトルの回収頻度に関し
ては、２週間に１回でも問題ないと思う。た
だ、ごみ出しの方法を戸別収集にして欲しい。 

集積所方式での管理が良好な場所もあるので、
集積所ごとの状況に合わせて、戸別収集につい
ては柔軟に対応させていただく。 

ク.戸別収集 

5 集積所方式を継続して、不適切なごみ出しが
見られたらどう対応するのか。 

まずはレッドカードを貼る等の指導を行い、不
法投棄が頻繁に発生する集積所については、戸
別収集を含め柔軟に対応させていただく。 

キ.不法投棄
等 

6 生ごみを出すとカラスに荒らされるので、カ 市役所の窓口で、リサイクル品のカラスネット ハ.カラス対
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ラス対策について教えてほしい。 を無料配布しているので、まずはそれを活用し
ていただきたい。 

策 

 
⑩南市民プラザ 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 フランスでは地球温暖化の防止に向けプラス
チック容器の廃止及びコンビニ袋の廃止を決
定した。自分が子供の頃は扇風機１台あれば
涼を得る事ができたが今日に至ってはエアコ
ンの室外機等の温熱効果によって外気温が上
昇し温暖化が進んでいる。 

国立市では、地球温暖化防止の施策として、ご
みを減らす「リデュース」、再利用する「リユ
ース」、資源の再利用「リサイクル」、修理して
使い切る「リペア」、不必要なものをお店に返
す「リターン」を推進し、循環型社会の構築を
推進することで、温暖化を抑制していきたいと
考えている。また、有料化の実施後は、家計に
やさしいエコ生活やごみ減量につながる工夫
などを住民の皆様と意見交換していきたいと
考えている。 

ヘ.環境問題 

2 危険物の排出方法について、ライターやガラ
ス類の割れ物等をそれぞれ別袋に包装し、集
積所に出していたが、今後は危険物として同
じ袋にだしてよいか。 

危険物については、従来どおり種類ごとに分別
し、中身が分かるように出していただきたい。 

ア.分別排出
周知 

3 無料で収集する袋はレジ袋を使用してよい
か。 

無料収集袋は、従来どおり透明又は半透明の袋
で種類ごとに分別し、中身が分かるように出し
ていただきたい。 

カ.紙おむ
つ・ボランテ
ィアごみ等 

4 枝・葉・草については無料で収集されるのか。 枝・葉・草については、申し込みにより水曜日
の回収で戸別に収集させていただいているが、
時期によっては、水曜日の収集で補えない家庭
もあるので、今後は水曜日の資源化収集のほ
か、可燃ごみの収集日に有料ごみ袋とは分け
て、透明又は半透明の袋で出して頂ければ無料
で収集したいと考えている。 

ツ.枝・葉・
草 

5 有料袋は１ℓ あたり２円としているようだ
が、近い将来に値上げされることはあるか。 

国立市の制度設計については、多摩地域で高い
地域に準じた設定とさせていただいている。ご
みの有料化による減量効果は、ごみ袋手数料に
比例し効果があるとされ、相当の減量効果が期
待できるところであり、近い将来での値上げは
考えていない。 

シ.経済的負
担増 

6 有料化の実施に際して、イラスト等が入った
分別表を作る予定はあるか。 

分別区分や収集日が変更となるので、ごみの分
別については、全戸配布する予定のカレンダー
等により、できる限り分かりやすく周知してい
きたいと考えている。 

ア.分別排出
周知 

7 厨芥類は可燃ごみと同一の袋に入れて排出し
てよいか。 

厨芥類は可燃ごみと同一の袋に入れて排出し
ていただきたい。 

ア.分別排出
周知 

8 油が入っていた容器包装プラスチックはどの
ように排出すればよいか。 

汚れたプラスチック製品は資源化されないの
で、軽くすすいで汚れが落ちないものは可燃ご
みとして出していただきたい。 

ア.分別排出
周知 

9 市民から排出されたプラスチック類等の資源
物は国立市では有価で売却しているものだと
思うが、これらの売却益を国立市のごみ処理
経費に充当しても不足となるのか。又、今回
の有料化は財政的な視点に立って行う施策な
のか。 

有料化の対象品目としては、「可燃ごみ」「不燃
ごみ」「容器包装プラスチック」としており、
その他のごみは従来どおり無料とさせていた
だく。国立市が収集する資源ごみについて、売
却できるものは、専門の業者に売却している
が、これによって収集から処理するまでのラン
ニングコストの全てを賄えるものではない。例
えば、新聞紙は 10 円/kg 程度で売却している
が、全体のコストとしては 25円/kg程度かかっ
ており、差額を税で負担して資源化している。
今後は有料化によって、不要なものを販売店に
置いてくる、返すといった消費行動につなげ、
ＥＰＲ（拡大生産者責任）を推進していきたい
と考えている。 

サ.歳入・財
政 

10 市民のごみの分別の徹底や技術革新により、
多くのごみはリサイクルされ、その多くは有
価で売却できるものとなっている。これらを
踏まえ家庭ごみ有料化の是非や必要性につい
て検討してはどうか。 

ご意見として承る。 チ.施策提案 

11 可燃ごみ・不燃ごみを共通袋としているが、
ごみの分別を徹底するのであれば、共通袋で
はなく別々の色として欲しい。 

ごみ問題審議会で共通袋について答申をいた
だいたところであり、市としても判断に苦慮し
ているところである。ご指摘のとおり、収集時
や高齢者の方の混乱を避けるため、袋を分けた
方がよいとの考え方も理解できるため、十分検

エ.有料袋に
ついて 
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討させていただく。 

 
⑪公民館 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 資料のごみ総量は、家庭ごみと事業系の合算
か。 

合算である。 ト.資料内容 

2 実施方針(案)５ページに負担の公平性とある
が、これまで税負担されていたものが有料化
となると新たな負担となり不公平ではない
か。税金の二重取りとなるのでその分は税金
が減額されるべきではないか 

有料化によるご負担はごみの処理にかかる手
数料であり、税金の二重取りとは考えていない
ので、税金の減額は考えていない。 

ケ.税二重取
り 

3 家庭ごみ、事業ごみの推移から、何が原因で
ごみ量が増えているのか。多摩地域の他市が
やっているからということで実施するのは荒
っぽいのではないか。 

家庭ごみはここ数年横ばいと見ている。事業ご
みは他県の民間処理施設に搬入していたもの
が多摩川衛生組合に搬入されることになった
ため増加したという事情がある。 

シ.経済的負
担増 

4 ごみ集積所の管理について、散乱したごみは
誰のごみか分からないので手が出しにくい。 

市では有料化に伴い戸別収集への移行を考え
ていたが、意見交換会等の中で、地域のコミュ
ニティを崩してまで戸別収集する必要はない
とのご意見もある中で、柔軟な対応とすること
とした。戸別収集となると投げ込みはしにく
く、集積所は投げ込まれやすいと思われるの
で、実情を踏まえて戸別収集について柔軟に対
応していく。 

キ.不法投棄
等 

5 品目によって収集頻度が減るが、市の収集よ
りもスーパー等の店舗で回収してほしいと考
えているのか。 

リサイクルするには経費がかかる。例えば紙類
は 10 円/kg で売却しているが、実際には 25 円
/kg 程の経費がかかっている。集団回収、販売
店回収が望ましいが、いきなり社会状況が変わ
るのは難しいので、消費者である皆さまが生産
者に返すような消費行動をしていくことが拡
大生産者責任の推進につながり、循環型社会を
形成する一歩と考えている。 

コ.収集方法 

6 庁議の記録の中で手数料収入による一般財源
の余剰分の使い方について検討していくとあ
るが、これまで税金の二重取りではないとの
説明があったこととの整合性はどう考えてい
るか。 

手数料収入は１億５千万円程度と見込んでお
り、有料化実施のための経費として、ごみ袋の
作成等の経費がかかる。手数料収入なのでその
差額の分については清掃事業に使用すること
となる。余剰という表現については庁議記録を
取り扱っている部署に確認させていただく。 

ケ.税二重取
り 

7 ＨＰに意見交換会の意見を公表しないのはな
ぜか。 

ＨＰには前回の意見交換会をとりまとめて掲
載している。 

ヒ.広報の方
法 

8 資源物持去り業者への対応はどのようになっ
ているか。 

9 月議会において持ち去り条例が可決され、平
成 29 年 1 月 1 日に施行となる。この条例では
罰則規定を盛り込んでおり、今後はこの条例に
基づいて対応していく。 

ノ.持ち去り 

9 スーパー等で容器包装類を捨てて来いという
ように聞こえるが、スーパー等ではごみ箱が
ない店もあるので、店舗側に市から働きかけ
てもらわないと困る。 

以前消費者団体連絡会とスーパーに声をかけ
て懇談会を開催したが、参加した店は１店舗の
みであった。自ら販売した物であれば責任を持
って引き取ってほしいと考えているが、販売店
からすると利益につながらない事はなかなか
実施できない。市でも積極的にＥＰＲの誘導に
つながる仕組みを進めていきたいと考えてい
る。 

ス.事業者対
策 

10 市民任せではなく市としても事業者への働き
かけをしてほしい。 

市としても販売事業者に働きかけていくので、
市民の皆さまも消費行動によるご協力をお願
いしたい。 

ス.事業者対
策 

11 ごみは今後も税金で処理してほしい。減量効
果が上がってくれば無料になるのか。 

ごみの処理に係る費用は本来ごみ量に応じた
受益者負担であるべきサービスであり、有料化
によるご負担はごみの処理に係る手数料にあ
たるので、税の二重取りとは考えていない。家
庭ごみの有料化は、将来世代に良好な住環境を
引き継いでいくため、ごみ処理による環境負荷
を低減していくことを目的として考えており、
現時点では改めて無料とすることは考えてい
ない。 

ケ.税二重取
り 

12 なぜこの時期に有料化なのか。 経緯としては、平成 13 年の東京都市長会で、
平成 15 年度を目途に多摩地域の各自治体が家
庭ごみの有料化を実施するとの合意がなされ、
国立市の基本計画等でもこれまでに家庭ごみ
有料化の実施を示唆してきたが、具体的な実施

イ.決定手続
き 
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時期や内容について決定されないままとなっ
ており、ここでやっと平成 29 年 9 月に実施す
ることを市として決定したということである。 

13 紙パンツなど、どうしても出るものはどうす
るのか。 

紙おむつは高齢化社会となり今後も増えてい
くと思われるが、政策的に有料化の対象として
なじまないとの観点から、対象外の品目とす
る。 

カ.紙おむ
つ・ボランテ
ィアごみ等 

14 ごみ袋について、生活保護等減免対象世帯に
年間 180 枚無料交付することとなっており、
また１ℓあたり２円との料金設定となってい
るが、今後の市況等の変化により値上げしな
いと言い切れるか。 

将来的なことを言い切ることは難しいが、手数
料水準は、市民の受容性、近隣市との均衡、手
数料水準の 20%から 25%の範囲内といった観点
から決定しており、原油価格等市況の影響によ
り値上げすることは想定していない。 

シ.経済的負
担増 

15 収集頻度の変更については、誰がいつどこで
決めたのか名前を出してほしい。 

家庭ごみ有料化の制度設計については、第９期
ごみ問題審議会からの答申を受け、市として実
施方針の素案を策定し、今回案を策定したとい
う経過である。今後意見交換会等でいただいた
意見等を踏まえて方針を確定していく。実施方
針については市長決裁であるので、最終決定の
責任者は市長となる。 

コ.収集方法 

16 容器包装プラスチックについて、多摩川衛生
組合構成市では府中市だけが有料化しており
狛江市、稲城市が有料化していないならば、
統一してはどうか。 

国立市では平成 12 年度に容器包装リサイクル
法に基づいた資源化を始め、品質基準Ａランク
を受けている。かねてより国立市はプラスチッ
クを焼却しないで資源化してきた経緯がある
が、他の２市は焼却している。こうした状況か
ら統一した対応は難しいと考えている。 

オ.対象品目 

 
⑫北福祉館 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 カセットテープは有料となるか。 カセットテープは「製品プラスチック」であり、
不燃ごみとして有料袋で出していただく。 

オ.対象品目 

2 近所のスーパーのオリンピックでは、立川市、
国分寺市、国立市の三種類の指定袋が置かれ
ることになると思うが、混乱しないよう色を
変えてほしい。また間違って買ってしまった
場合、スーパーで返金してもらえるのか。 

指定袋の色については工夫させていただく。ま
た返金については応じるよう店舗に申し入れ
していきたい。 

エ.有料袋に
ついて 

3 紙類について、雨の日でも収集するとあった
が、紙は雨に濡れても資源化できるのか。 

紙類は水に濡れても資源化に問題ないので、雨
天でも収集する。なお衣類は濡れると資源化で
きないため雨天時はご遠慮いただいていたが、
今後収集頻度が少なくなるため、資源化はでき
ず焼却することとなるが雨天時でも出されて
いる分は収集させていただく。ただし、資源化
の観点からできるだけ好天時に出していただ
きたい。 

ア.分別排出
周知 

4 紙類について、雨が激しいと古紙回収袋が破
けてしまうのではないか。 

これまでも雨天時に収集しているので問題な
いが、あまり激しいときは、次回に出すなどご
協力いただきたい。 

ア.分別排出
周知 

5 長い蛍光灯が割れた場合は不燃ごみで出すの
か。 

1ｍ未満の蛍光管は、割れていてもいなくても
危険物となる。なお 1ｍ以上のものは粗大ごみ
扱いとなる。 

ア.分別排出
周知 

6 肌着は衣類ではなく可燃ごみとして出すの
か。また衣類はどのようにリサイクルしてい
るのか。子供の名前が入ったものも衣類とし
て出しているが、リサイクルの先によっては、
そのようなものは可燃ごみで出すべきなの
か。 

収集した衣類は一旦問屋に引き渡し、その後
様々なバイヤーに買い取ってもらう。買い取り
先によって、そのまま古着として利用する場合
や、別の繊維製品にリサイクルする場合もあ
る。肌着類については衛生面から可燃ごみとし
て出していただきたい。名前の入ったものにつ
いては各バイヤーの判断によって処理される
が、排出する方が気になるのであれば可燃ごみ
として出していただきたい。 

ア.分別排出
周知 

7 綿の入った衣類や化繊のジャンパーなども衣
類として出して良いのか。 

衣類として出していただいて問題ない。 ア.分別排出
周知 

8 容器包装プラスチックのうち、汚れているも
のは可燃ごみとして出すとのことだが、そう
すると面倒で洗わずに可燃ごみに出してしま
う人が増えるのでは。 

容器包装プラスチックは 1 リットルあたり 1
円、可燃ごみは 1リットルあたり 2円と異なる
価格設定をしており、そのことが分別の動機づ
けとなるものと考えている。 

ア.分別排出
周知 

9 「製品プラスチック」と「容器包装プラスチ
ック」の違いを教えて欲しい。 

ボールペンや洗濯ばさみなど、それ自体を使う
目的としている製品は「製品プラスチック」で
あり、対して本来購入したかった物に付随して
いた包装、容器等が「容器包装プラスチック」

ア.分別排出
周知 
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である。 

10 ポテトチップスの袋等は軽くすすいで出して
いるが、洗剤等が入っていた容器は洗わずに
可燃ごみで出せばよいか。 

一つの基準として、ポテトチップスの袋などは
逆さにして軽くはたいて中身を出す程度でよ
い。またドレッシング容器等は軽くすすいで、
ある程度落ちればよいが、べっとりと油が残る
ようであれば可燃ごみとして出してほしい。 

ア.分別排出
周知 

11 容器包装プラスチックはかさばるので、袋に
たくさん入るよう細かく刻んでも構わない
か。 

構わない。 ア.分別排出
周知 

12 現在の最終処分場は可燃ごみの焼却灰を埋め
立てており平成 28 年あたりに満杯となって
しまうと聞いていたが、現状はどうか。 

最終処分場である日の出町の二ツ塚処分場は、
設立当初は平成 26 年度に満杯となると言われ
ていたが、平成 18 年度に焼却灰をセメントに
するエコセメント事業が始まったため、埋め立
てる余裕がまだある状態である。なお国立市で
は不燃ごみについても、環境センターにて手選
別を行い資源化しており、平成 22 年度以降二
ツ塚処分場への埋め立ては行っていない。 

ホ.処理の現
状 

13 国立市がこれまで家庭ごみを有料化しなかっ
た理由は何か。どのような反対意見があった
のか。反対する意見が経済的な理由だとすれ
ば、どのくらいの負担となるのか。 

家庭ごみ有料化について市民の合意形成が成
されているか等を総合的に勘案した上での市
の判断として、決断に至らなかったということ
である。なお有料袋の売り上げについて類似市
を基に試算すると、年間 1億 5千万円程となる。
これを世帯数で割ると、世帯当たり月額約 390
円となった。また方針案では参考として平均世
帯人数から月額 520円との試算をお示しさせて
いただいている。 

マ.有料化し
なかった理
由 

14 市報にミニ・キエーロの説明会について載っ
ていたが、仕事をしていると平日に行けない
ので、日曜日の開催なども検討してほしい。
また市報に載るのが開催の直前過ぎて、仕事
のシフトを合わせることができない。 

ミニ・キエーロのモニター事業説明会について
は、今年度は平日と土日を交互に開催してい
る。またミニ・キエーロの使い方が分かってい
れば、販売もしているのでご検討いただきた
い。なお、広報の時期については検討させてい
ただく。 

ニ.ミニ・キ
エーロ 

15 ごみの収集方法は、戸別収集についても柔軟
に対応するとのことだが、そのことで揉め事
が生じたときに、市としてはどのような対応
を取るか。 

有料化に伴う集積所や不法投棄等の問題に加
えて、資源物持ち去り禁止条例を策定したこと
によるパトロールの強化など、今後はより地域
に入って行かなければならない仕事が増えて
くると思っている。よって地域に入って行く専
門のセクションを作り、体制を強化したいと考
えている。 

ク.戸別収集 

 
⑬矢川集会所 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 ペットボトルのラベルは外した方が良いの
か。 

キャップは外し中味を水ですすいでラベルは
外さず潰して出していただきたい。 

ア.分別排出
周知 

2 紙おむつは無料となっているが、スーパー等
のビニール袋に入れて、「おむつ」と書くのか。 

今まで通りビニール袋に入れていただき、出来
れば「おむつ」と記載していただきたい。 

カ.紙おむ
つ・ボランテ
ィアごみ等 

3 公園のボランティア清掃ごみの出し方につい
て説明してほしい。 

公園のごみなので、公園担当と協議していきた
いと考えているが、ボランティア清掃ごみなの
で、無料で収集する。 

カ.紙おむ
つ・ボランテ
ィアごみ等 

4 有料化するのは、他市に足並みをそろえるた
めなのか。またこの時期に行わなくてはいけ
ない要因があるのか。また、1ℓ2 円の設定の
根拠は何か。有料化するのは賛成だが、いき
なり市民に訴えるのは無理があるのではない
か。言い方を上手く考えないと国立市が衰退
するのではないか。 

1ℓ2 円の根拠については、市民の受容性の許容
範囲で減量効果があると思われ、近隣市との整
合性のある額ということである。家庭ごみの有
料化はごみの減量効果をもたらす経済的な誘
導策として有効であると考えている。市として
は有料化が減量施策の到達点とは考えていな
い。将来的には、生産者側に処理責任を負わせ
るＥＰＲ(拡大生産者責任)の制度を推進して
いきたい。 

セ.目的・効
果 

5 水曜日のせん定枝については、無料の範囲は
量の規制があるのか。 

今までどおり枝 5束、葉 5袋、草 5袋のままで
あり、サイズについても同じである。また緑化
推進の観点から、可燃ごみの日に出していただ
いても無料で収集する。 

ツ.枝・葉・
草 

6 市民に責任を負わせるのではなく事業者にも
っと責任を追わせるべきである。また、有料
化することで、税金でごみ処理の分まで支払
っているのにさらに支払うのは二重取りでは

ご意見として伺います。 ケ.税二重取
り 



13 

ないか。他市が有料化しているから実施する
のではなく、他の方法を国立市らしく市民と
もっと考えるべきではないか。市民と行政で
力を合わせ方法を考えるべきではないか。収
集の頻度についても、有料化されてサービス
の低下になるのではないかと感じる。 

7 実施方針（案）ということが、決定事項なの
か。 

12月議会で条例改正案を提案させていただき、
可決されれば決定となる。 

イ.決定手続
き 

8 なぜ今有料化なのか理由を知りたい。他市へ
のバランスなのか、施設の関係なのか、財政
面なのか。また、国立市が議会に提案して決
議されるものであるはずだが、議会に提案す
る前になぜ市の職員が説明しているのか。ま
た、有料化に伴って収集方法を変えることは
サービスダウンではないか。 

この意見交換会は、市長に替わって市長部局の
職員が説明しているものである。有料化の目的
は環境負荷の低減である。有料化、分別品目や
収集頻度の変更によりごみの減量と分別資源
化を推進し、ごみ処理による環境負荷を減ら
し、将来世代へ良好な住環境を引き継いでいき
たい。また有料化をきっかけとしてライフスタ
イルの見直しにつながってほしいと考えてい
る。 

イ.決定手続
き 

9 有料化による手数料収入の使い道について説
明してほしい。 

ごみ処理手数料なので、年間 12 億円程かかっ
ているごみ処理費の一部に補てんされる。 

ソ.収入の使
途 

10 EPR については、今後事業者側にもごみ減量
について考え、負担してもらう目的なのか。
分別品目や収集頻度の変更についても、サー
ビスダウンではなく将来的にライフスタイル
を少しずつ変えるという目的のための一つの
手段と考えていいのか。また手数料収入を何
に使うかについて興味があるので、ごみ処理
費の一部に使用するのか改めて確認したい。 

循環型社会の形成のため、企業側にも考えても
らう目的である。収集頻度の変更は確かにサー
ビスダウンであるが、いきなりではなく少しず
つライフスタイルを変えるための手段と考え
ている。入った手数料収入は、ごみ処理手数料
であるため、ごみに関する事にしか使えない。
例えば、現在普及させているミニ・キエーロの
事業拡大などのために使用したいと考えてい
る。 

ソ.収入の使
途 

 
⑭坂下集会所 

 意見等の概要 その場での回答等 分類 

1 有料化による手数料収入は、特別会計予算と
するのか。またその使途はどのようになるの
か。 

一般会計予算として計上する。手数料収入はご
み処理費にあてられる。ごみ処理費用に充てら
れる歳入としては、一般廃棄物処理手数料、直
接搬入処理手数料、収納廃棄物処理手数料など
がある。 

サ.歳入・財
政 

2 新聞・雑誌・衣類は、雨の日に出していいの
か。 

紙類は雨の日に出してもよい。今後収集頻度の
変更があるため、衣類も出して構わないが、資
源化はできない。 

ア.分別排出
周知 

3 資源物持ち去り業者の対策は。  ９月議会で持ち去り条例が可決され、１月１日
に施行されるので、この条例に基づき警察等と
連携を取りながら対応していく。 

ノ.持ち去り 

4 有料ごみ袋は、国立ポイントを使って購入で
きるのか。 

国立ポイント加盟店であれば可能である。 エ.有料袋に
ついて 

5 市のごみ総量は、事業系と家庭系のどちらが
増加しているのか。家庭系が減少しているの
であればなぜ家庭ごみを有料化するのか。 

家庭系は横ばい、事業系は増加傾向にある。事
業系ごみはすでに有料化されているが、職員が
事業所を訪問して指導するなどの対応を行っ
ている。家庭ごみの有料化については、平成 13
年度の市長会の合意以降、市として実施の意向
を持っており、具体的な内容や時期が決められ
ないままとなっていたが、ここで、平成 29年 9
月に実施することを市として決定したという
ことである。 

イ.決定手続
き 

6 有料化について市民から意見を聞く意見交換
会のはずなのに、決定した後のごみの出し方
の説明会になっている。到底話に従えない。
市民の意見が反映されていない。 

パブリックコメントのご意見の結果等につい
てはホームページで公開させていただいてい
る。 

ナ.意見交換
会 

7 庁議の中で、手数料徴収の余剰分をどのよう
に使うのかとの話があったようだが、どうい
うことなのか。 

庁議の中での発言であり、何とも言えないとこ
ろではあるが、余剰という表現については、ご
み減量課としては誤解を招く表現であると思
う。 

サ.歳入・財
政 

8 容器包装プラスチックの量が増えていく中
で、可燃ごみ、不燃ごみと金額の差があるの
はどうしてか。 

容器包装プラスチックは排出容量が大きく、ま
た不適物の混入が多いため、収集や手選別等の
負担が大きい。排出抑制とともに分別徹底を推
進するため、可燃ごみ、不燃ごみと金額に差を
つける形で有料化の対象とした。 

オ.対象品目 

9 容器包装プラスチックは販売の段階で増える
ので減らせない。なぜ市民に負担を強いるの

排出抑制の徹底、分別意識の向上のため、また
レジ袋削減などの消費行動につなげていくた

オ.対象品目 
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か。 め、可燃ごみ、不燃ごみと金額に差をつけて有
料の対象とした。 

10 家庭ごみ有料化によるごみ減量の目標はどの
ように考えているか。 

有料化による減量目標は設定していない。国立
市循環型推進基本計画の中で減量目標を設定
している。 

セ.目標・効
果 

11 家庭ごみの収集は、事業者と同じ種類・回数・
頻度で行っているのか。 

事業系ごみのうち、日量 10 ㎏以上の事業者は
許可業者に収集を依頼して排出している。10kg
未満で市が収集している事業者は事業系有料
ごみ処理袋を購入し、家庭系と同じ頻度・回数
で収集している。 

コ.収集方法 

12 印刷したコピー用紙はどのように分別すれば
よいか。 

コピー用紙は資源ごみの紙類として出してい
ただきたい。感熱紙・特殊加工等の紙は資源化
できないので可燃ごみとして出していただき
たい。 

ア.分別排出
周知 

 


